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令和５年度（２０２３年度）八王子市地域密着型特別養護老人ホーム 

運営費補助金交付要綱 

令和５年（２０２３年）４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、八王子市内（以下「市内」という。）に設置される地域密着型特別養

護老人ホーム（地域密着型指定介護老人福祉施設入所者生活介護（以下「地域密着型特養」

という。））について、運営費の一部を予算の範囲内で補助することにより、施設の安定

した運営を図り、利用者サービスの維持・向上を目的とし、補助金等の交付の手続等に関

する規則（昭和３５年八王子市規則第１９号）に規定するもののほか必要な事項を定める。 

（交付対象） 

第２条 この補助金の交付対象者は、地域密着型特養を市内に設置し、適正な運営を行って

いる社会福祉法人（日本赤十字社を含む。以下「法人」という。）とする。 

（交付の対象施設） 

第３条 この補助金の交付の対象となる施設は、当該年度の１月１日までに法人が設置す

る地域密着型特養であって、市内に所在する施設（以下「交付対象施設」という。）とす

る。 

２ 次の各号のいずれかに該当する交付対象施設についてはこの補助金の一部又は全部を

交付しないこととする。 

（１）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）、

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し

た施設 

（２）老人福祉法、介護保険法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反

した社会福祉法人が設置する施設 

（３）老人福祉法及び社会福祉法の規定に基づき八王子市長（以下「市長」という。）が

実施する指導検査における行政指導（文書による指摘に限る。以下同じ。）について、

度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがない施設 

（４）社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が

実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しな

い社会福祉法人又は改善の見込みがない社会福祉法人が設置する施設 

（交付対象経費及び補助金額） 

第４条 この補助金の対象となる経費は、交付対象施設の運営費とし、補助金額は、別表

のとおりとする。 
（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする法人（以下「申請者」という。）は、別に定

める日までに補助金交付申請書（第１号様式）及び地域密着型特別養護老人ホームの基

準適合（実施）状況（第５号様式）を作成し、市長に提出するものとする。ただし、提

出期限以降に開設する施設にあっては、開設後速やかに市長に提出するのものとする。 
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（補助金の変更交付申請） 

第６条 申請者は、交付の決定後の事情変更等により、交付申請の内容を変更しようとする

ときは、速やかに補助金変更交付申請書（第２号様式）を作成し、市長に提出するものと

する。 

（補助金の交付決定及び交付条件） 

第７条 市長は、第５条の補助金交付申請書又は第６条の補助金変更交付申請書の内容を

審査し、適当と認める場合は、第 4 条の規定するところにより補助金の交付額を決定

し、令和５年度（２０２３年度）八王子市地域密着型特別養護老人ホーム運営費補助金

交付決定通知書（第３号様式）により当該補助金の交付を申請者に通知する。 
２ この補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に対して、「補

助金交付の条件」を付して交付する。 

（実績報告書） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了（中止等を含む。）したとき又は、補助金の交付の

決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに実績報告書（第４号様式）を

提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、令和５年度（２０２３年度）八王子市地域密着型特別養護老人ホーム運営費補助金

交付額確定通知書（第３号様式の２）により法人に通知する。 

（是正のための措置） 

第１０条 市長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、法人に対し、当該補助事業に

つき、これらに適合させるための処置をとることを命ずることができる。 

（補助金の請求） 
第１１条 補助事業者は、第９条の規定による補助金交付額確定通知書を受けたときは、

所定の期日までに請求書（第９号様式）により補助金の交付を市長に請求しなければな

らない。 

（補助金の取り消し及び返還） 

第１２条 市長は、法人が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一

部を取り消し、または既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部もし

くは一部の返還を命ずるものとする。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付

の決定に基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第９条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後において
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も適用する。 

（財務情報等の公表） 

第１３条 法人は、施設運営に係る基本的な財務状況、利用状況及び職員状況を、財務情報

等の公表様式（第６号様式）により令和６年（２０２４年）３月３１日までに作成し、施

設内に掲示するとともに、利用者へ配布する等により、その内容を周知しなければならな

い。 

（暴力団の排除） 

第１４条 市長は、八王子市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月 15 日八王子市条例第 23 号。

以下「暴排条例」という。）第９条の規定に基づき、以下の排除措置を講じるものとする。 

２ 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に定める他の規定にか

かわらず、補助金を交付しないものとする。 
（１）暴排条例第２条第１号に規定する暴力団 
（２）補助事業者の代表者又は役員のうち、暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員に

該当する者があるとき。 
（３）暴力団若しくは暴力団員を利用している、あるいは資金を提供又は便宜を共用して

いるなど密接な関係を有すると認められたとき。 
３ 市長は、補助事業者が、前項のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を

取り消すことができるものとする。 
４ 市長は、必要に応じ補助事業者が本条第２項各号のいずれかに該当するか否かを警視

庁に対して確認を行うことができるものとする。 
５ 前項の確認は、表明・確約書（第８号様式）により行うものとし、市長は補助事業者に

補助金の申請時あるいは必要に応じて提出させることができるものとする。 
（特別基準） 

第１５条 特別の事情により、第４条から第６条までに定める算定基準、交付の手続等によ

ることができない場合には、あらかじめ市長の承認を受けてその定めるところによるも

のとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年（２０２３年）４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第４条関係） 
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補助金の交付額は、次の表に定める基準額により算定された額の合計（1,000 円未満の端 

数が生じた場合には、これを切り捨てる。）とする。 

                                

（単位：千円） 

     区   分 補助金額 

利 

用 

者 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

の 

維 

持 

・ 

向 

上 

の 

た 

め 

の 

経 

営 

支 

援 

１ 基本分 ア 体制整備 

イ 健康管理及び日常生

活の維持 

ウ 地域福祉貢献 

エ 退所時支援 

オ 介護職員処遇改善 

 

 

５００ 

２ 評価加算 

 

（１） 感染症対策の強化 

（付表１－１） 

（２） 事業継続に向けた取組

（付表１－２） 

（３） 医療対応強化支援加算 

（付表１－３） 

（４） 努力・実績加算 

（付表１－４） 

３ サービス評価・改善計画加算 付表２に掲げる額 

 

 

注１）１基本分のアからオまでは、全ての事項を実施するものとする。 

注２）１基本分及び２評価加算（１）医療対応強化支援加算ついて、当該年度途中に認可

を受けて開設をした施設は、認可を受けて開設した月から当該年度終了時までの月

数に応じて、新たに算出するものとする。 
 

 

 

 

付表１－１ 
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評価加算 「感染症対策の強化」の補助金額 

 

１ 感染症又は食中毒の発生又はまん延防止対策 

（単位：千円） 

配置状況等 補助金額 

（１） 感染症対策委員会を概ね３月に１回以上、定期的に

開催する。 

 

 

 

 

 

２００ 

（２） 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための

取組みを定期的に行い、その内容について職員へ周

知している。 

（３） 研修の実施、定期的な教育（年２回以上）を開催す

る。 

（４） 訓練（シミュレーション）の実施を定期的（年２回

以上）に行う。 

（５） インフルエンザ等対策、腸管出血性大腸菌感染症対

策、レジオネラ菌対策を行っている。 

（注）（１）から（５）のいずれかに該当する項目の相当額を算定する。 

（注）1 項目当たり４０,０００円を算定額とし、各項目の選択により合計満額２００,００

０円とする。 

 

付表１－２ 

評価加算 「事業継続に向けた取組」の補助金額 

 

１ 事業継続に向けた取組 

（単位：千円） 

取組状況等 補助金額 

（１）感染症に係る事業継続計画に基づき、研修及び訓練

（各々年２回以上）実施している。 

 

 

 

２００ 

（２）災害に対する事業継続計画に基づき、研修及び訓練

（各々年２回以上）実施している。 

（３）事業継続計画の見直しを行い、職員に周知している。 

（４）地域住民との密接な連携体制を確保し、訓練の実施

の際に消防機関関係者が参加している。 

（注）（１）から（４）のいずれかに該当する項目の相当額を算定する。 
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（注）1 項目当たり５０,０００円を算定額とし、各項目の選択により合計満額２００,００

０円とする。 

 

２ 業務改善に向けた取組 

 

取組状況等 補助金額 

（１） 業務改善マニュアルや業務フローを作成し、その内

容を職員に周知している。 

 

 

 

１５０ 
（２） 職場環境の整備のために５S 活動（整理、整頓、清

掃、清潔、しつけ）を行っている。 

（３） 作業分析を通して、役割分担及びシフトの見直しを

適宜行っている。 

（注）（１）から（３）のいずれかに該当する項目の相当額を算定する。 

（注）1 項目 1 項目当たり５０,０００円を算定額とし、各項目の選択により合計満額１５

０,０００円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１－３ 
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評価加算 「医療対応強化支援加算」の補助金額 

 

１ 夜勤看護職員配置加算 

（単位：千円） 

配置状況等 補助金額 

令和５年（2023 年）３月中の夜勤時間帯の間、常時、看

護職員を１名以上配置している、または施設内に看護職員

が不在の時間帯の間、常時オンコール体制をとっている。 

 

５０ 

（注） 夜勤時間帯とは、午後１０時から午前５時までを含む連続する１６時間で、施 

設で任意で定める時間とする。 

 

２ 配置医勤務時間加算 

（単位：千円） 

配置状況等 補助金額 

令和５年（2023 年）３月中の配置医（非常勤を含む）を

配置している。または、施設内に配置医師が不在の時間帯

の間、常時オンコール体制をとっている。 

 

５０ 

 

３ 看取り対応加算 

 

対応状況等 補助金額 

看取り介護指針の作成、医師・看護職員の体制及び連携、

年２回以上の研修実施、看取りを行う環境を整備してい

る。 

 

５０ 

 

（注）看取り看護体制加算は、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 48 条第 2 項、

介護保険法施行法（平成 9 年法律第 124 号）第 13 条第 4 項及び厚生省告示第 21 号（平

成 12 年 2月 10 日）による介護給付費算定に係る加算をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１－４ 
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評価加算 「努力・実績加算」の補助金額 

１ 以下の（１）～（１８）の項目について、令和４年度（2022 年度）及び令和５年度

（2023 年度）における各施設の実績により、各施設が獲得したポイントの合計数に 1

ポイント当たりの単価を乗じた額を加算する。 

ポイントの項目及び指標数字 

 項  目 指  標  数  字 ポ イ ン

ト数 

１  

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提

供体制等 

 

有資格者の割合 令和５年（2023 年）４月１日時点において、介護職員にお

ける介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修

（平成 25 年 3 月 31 日以前に訪問介護員養成研修１級と

２級を修了した者、平成 24 年 3 月 31 日以前に介護職員

基礎研修を修了した者を含む)の資格を有する職員の占め

る割合が、常勤換算で 70％以上 

 

 

４ 

２ 介護・看護職員の増

配置（2：1） 

令和５年（2023 年）４月１日時点において、介護･看護職

員の配置が、入所者 2 人に対して常勤換算で 1 以上 

（2：1 以上配置→入所者 100 名の場合 50 名以上を配置) 

 

３ 

３ 職員定着率の向上 令和５年（2023 年）４月１日時点において、令和４年（2022

年）４月１日時点に在籍していた介護職員の定着率が

85％以上 

 

５ 

４ 地域福祉ネットワー

ク体制の強化 

八王子市高齢者あんしん相談センターとの連携会議及び

運営推進会議の民生委員及び自治会等の地区代表の参加 

 

１ 

５ 介護事故防止の取組

み 

介護事故防止の研修を定期的に実施し、かつその内容を職

員に周知している。 

 

２ 

 

６ 

ICT 機器導入による

介護職員の軽減負担

及び業務の効率化 

離床アシストベッド、 褥瘡予防機器、離床センサー、20

万円以下の簡易装着型移乗アシストスーツ、コミュニケー

ションロボ、排泄検知センサー、記録用デバイス端末の導

入、その他の ICT 機器を導入し、効率化を図っている。 

 

 

 

２ 

７ 職場におけるハラス

メントの防止・職員

のメンタルヘルスケ

アの実施 

職場におけるハラスメントの防止のための雇用管理上の

措置を講じている。 

職員のメンタルヘルスケアの実施をしている。 

 

 

３ 

８  

 

 

身寄りのない高齢者

の受入れ 

令和５年（2023 年）４月１日時点で身寄りのない高齢者

（保証人、身元引受人、契約代理人となる親族等がいない

等）を入所者２人以上受け入れている。 

 

２ 
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９  

 

サービスの

向上 

 

TOKYO 働きやすい福

祉の職場宣言 

「TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言事業」の宣言職場とし

て登録している。 

 

１ 

１０ 要介護度の改善 入所者のうち、令和４年度（2022 年度）中に実施した更新

又は区分変更申請において、前回の要介護認定時と比較し

て、要介護度が改善している入所者が２人以上 

 

３ 

１１ 虐待防止の取組 ①虐待防止のための対策を検討する委員会を年２回以上

開き、その結果を介護職員その他の従業者に周知する。 

②虐待防止の指針を整備している。 

③介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修

を年２回以上実施している。 

 

 

３ 

 

１２ 身体的拘束適正化の

取組 

①身体的拘束適正委員会を３ヶ月に１回以上開催し、その

内容を職員に周知している。 

②身体的拘束の適正化のための指針を整備している。 

③介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束の適正化の

ための研修を年２回以上実施している。 

 

３ 

 

１３ 認知症への対応力向

上 

介護スキルの向上、処遇に直接携わる職員について、認知

症介護基礎研修（または相当する研修）を受講 

 

１ 

１４  

 

 

地域社会へ

の貢献等 

 

 

ボランティアの受入

れ 

令和５年度（2023 年度）中に年間 35 日以上ボランティア

を受け入れている。 

 

１ 

１５ 社福軽減の実施 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サ

ービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」（平成

12 年５月１日付老発第 474 号の別添 2）に基づき、令和５

年（2023 年）４月１日時点で利用者負担額の軽減を実施

している。 

 

１ 

１６ 学習機会の提供及び

介護の魅力発信 

学校教育法第 1 条に定める「学校」または児童福祉法第 7

条に定める「児童福祉施設」の授業または活動の一環とし

て、職場体験等により児童・生徒及び幼児等を受け入れて

いる。 

 

１ 

１７ 施設経営の

努力 

サービス活動収益の

改善 

事業活動計算書の拠点区分のサービス活動増減の点検に

より収支がプラス 

 

２ 

１８ 経常収益の確保 事業活動計算書の拠点区分の経常増減差額の点検により

収支がプラス 

 

２ 

〔施設ごとの加算額=当該施設の獲得ポイント×1 ポイント当たり 50,000 円〕 

※算定方法の性質上、ポイント単価確定後の協議は認めない。 
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（参考）利用者サービスの維持・向上のための経営基盤の整備への取組例 

別表の「利用者サービスの維持・向上のための経営支援」の「１基本分」については、

以下のアからオまでの全ての項目について、次の「趣旨」に適った取組を実施すること。 

項目 取組事項等 

ア 体制整備 「趣旨」 

経営力を強化し、利用者に選ばれる良質なサービス提供が

行える体制を構築する。 

（具体策１）【例】 

各理事の経営参加意識を高め、「経営執行機能」としての理事

会の強化を図るための体制をつくる。 

（具体策２） 

内外経営環境の把握・分析等を実施する経営企画室（仮称）を

立ち上げ、社会福祉法の基本理念に基づいた経営基盤の強化を

図る。 

（具体策３） 

施設サービス計画を作成・変更するに当たって、各種サービス

提供者が分かりやすい説明を行い、利用者の納得を得る（インフ

ォームド・コンセント）ための仕組みを構築する。 

（具体策４） 

施設サービスについて標準化（マニュアル化）し、安全かつ安

定的なサービスを提供する。 

（具体策５） 

施設内研修の充実及びその業務、日常業務を通じた技術向上

のための体制をつくる。 

（具体策６） 

ICT 機器導入を図り、労働職場の改善及び職員の労働条件の改

善を図る。 

イ 健康管理及び日

常生活の維持 

「趣旨」 

施設利用者の健康管理の強化及び生活施設として専門性の充

実及び日常生活の不断な継続により、良質なサービス提供を行

えるよう体制を整える。 

（具体策１） 

感染症、難病、認知症等への専門的ケアの体制をつくる。 

（具体策２） 

施設利用者の個別性を重視した生活を確保する。（グループケア

ユニットの実施） 
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（具体策３） 
蓄積された過去の感染症等の事例研究により、施設に適した独

自の対応マニュアルを作成する。 
（具体策４） 

感染症が発生した場合であっても、利用者に必要なサービス

が安定的・継続的に提供される体制を構築する。 

（具体策５） 
災害発生時に備え事業継続計画を策定し取組の強化を図

る。 

ウ．地域福祉貢献 

 

「趣旨」 

ボランティアを受け入れ、地域交流の促進を図る。 

（具体策１） 

ボランティア及び実習生を積極的に受け入れ、地域開放によ

る地域住民との交流を促進するための担当組織や専門職員（コ

ーディネーター）を設置する。 

（具体策２） 

ボランティア及び実習生の指導及び育成を図る。 

（具体策３） 

在宅介護を行っている地域住民に対し介護技術を助言・援助す

る。 

(具体策４） 

地域住民に対し介護予防対策を実施する。 

（具体策５） 

地域住民への学習体験を実施する。 

（具体策６） 

地域住民参加型のイベント等を開催する。 

エ 退所時支援 

 

「趣旨」 

施設利用者の在宅復帰等を支援する。 

（具体策１） 

施設利用者にカウンセリングを行い、適当な在宅復帰策の検討

及び区市町村との調整を行う。 

（具体策２） 

退所後の継続的な見守りや施設の行事への参加など生きがい活

動を支援する。 

（具体策３） 

居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者との連携を図り、
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退所後の在宅プラン・アフターケアーの充実を図る。 

（具体策４） 

他の介護保険施設等と協定を締結すること等によって連携を図

り、適切な退所時の支援をする。 

（具体策５） 

退所後の受入れ家族に対し事前啓発活動を充実する。 

オ 介護職員処遇改善 「趣旨」 

開かれた職場を目指し、従業員の負担軽減策を策定し、従業員

の負担軽減を図る。（職場環境、処遇の改善） 

（具体策１） 

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

（具体策２） 

新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新

人指導担当者）制度等導入 

（具体策３） 

雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休

職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 

（具体策４） 

介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットや

リフト等の介護機器等導入 

（具体策５） 

子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、

事業所内保育施設の整備 

（具体策６） 

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化に

よる個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容

の改善 

（具体策７） 

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所

在の明確化 

（具体策８） 

健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・

分煙スペース等の整備 

（具体策９） 

中途採用者（他産業とからの転職者、主婦層、中高年齢者等）

に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規
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職員制度の導入等）) 

（具体策 10） 

障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配

慮 

（具体策 11） 

職員の増員による業務負担の軽減 

（具体策 12） 

非正規職員から正規職員への転換を図っている。 

（具体策 13） 

働きながら介護福祉士取得を目指す者への実務者研修受講支

援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対

する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅

職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他

の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む） 

 

（遵守事項） 職員の配置 

交付対象施設は、「八王子市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第４４号）」（以下「基準条例第４４号」という。）、「八王

子市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年八王子

市条例第６２号）」（以下「基準条例第６２号」という。）及び「八王子市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２５年八王子市条例第

１７号）」（以下「基準条例第１７号」という。）がその運営の基本となるが、このう

ち、基準条例第４４号においては、第４８条第１項を、基準条例第６２号においては第３

条の基準を、基準条例１７号においては、第１３０条を特に遵守しなければならない。ま

た、併せて平成１２年厚生省告示第２９号「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準」についても同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


